
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

辞

退

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

室

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

治

山

課

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

新

設

に

関

す

る

届

出

の

縦

経

営

支

援

課

覧

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

換

地

処

分

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

都

市

計

画

の

変

更

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

〃

〃

○

〃

〃

【

人

事

委

員

会

】

○

特

地

勤

務

手

当

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

人

事

委

員

会

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

○

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

〃

部

を

改

正

す

る

規

則

の

正

誤

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和６年３月５日 第１２５７９号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
六
年
三
月
五
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

有
限
会
社 

長
綱
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
四
八
八
―
四 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
六
年
一
月
二
十
七
日 

富
永
薬
局 

笹
沖 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
笹
沖
三
九
〇
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

令和６年３月５日　岡山県公報　第１２５７９号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
一
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

湧
気
自
然
塾 

  

２  

所
在
地 

勝
田
郡
奈
義
町
皆
木
一
一
九
六
番
地 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

一
般
社
団
法
人
湧
気
自
然
塾 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

勝
田
郡
奈
義
町
皆
木
一
一
九
六
番
地 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
三
六
〇
〇
〇
七
八 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 

令和６年３月５日　岡山県公報　第１２５７９号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
六
年
三
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

総
社
市
黒
尾
字
追
分
八
五
五
か
ら
八
五
八
ま
で
、
八
五
九
の
一
、
八
五
九
の
二
、
八
六
〇
の
一
か

、

、

、

、

ら
八
六
〇
の
四
ま
で

八
六
一
の
一
か
ら
八
六
一
の
四
ま
で

八
六
二
か
ら
八
六
七
ま
で

八
六
九

八
七
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
追
分
八
五
五
、
八
六
〇
の
一
・
八
六
〇
の
二
・
八
六
一
の
一
・
八
六
二
か
ら
八
六
七
ま
で

（
以
上
十
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
総
社
市
役
所
に
備

「

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

総
社
市
黒
尾
字
崩
谷
九
〇
七
、
九
〇
八
の
一
か
ら
九
〇
八
の
三
ま
で
、
九
〇
九
の
一
、
九
〇
九
の

二
、
九
一
〇
、
九
一
一
、
九
一
二
の
一
、
九
一
三
か
ら
九
一
五
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
崩
谷
九
〇
九
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
総
社
市
役
所
に
備

「

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

総
社
市
黒
尾
字
崩
谷
九
一
六
の
一
、
九
一
六
の
二
、
九
二
〇
の
一
、
九
二
〇
の
二

令和６年３月５日　岡山県公報　第１２５７９号



二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
崩
谷
九
一
六
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
総
社
市
役
所
に
備

「

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

令和６年３月５日　岡山県公報　第１２５７９号



〔
一
〇
六
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

名
称 

（
仮
称
）
ザ
グ
ザ
グ
津
山
高
野
本
郷
店 

 
 

 

所
在
地 

津
山
市
高
野
本
郷
一
四
八
二
―
四
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 

名
称 

株
式
会
社
ザ
グ
ザ
グ 

 
 

 

住
所 

岡
山
市
中
区
清
水
三
六
九
番
地
二 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

森 
 

 

信 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
ザ
グ
ザ
グ 

 
 

 

住
所 

岡
山
市
中
区
清
水
三
六
九
番
地
二 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

森 
 

 

信 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 
 
 
 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
日 

 

５ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 
 
 
 
 

千
三
百
八
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

６ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

五
十
三
台 

 
 
 
 

(2) 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

七
台 

 
 
 
 

(3) 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

三
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 

(4) 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

七
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

７ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻 

 
 

 
 

午
前
零
時 

 
 
 
 

(2) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻 

 
 

 
 

午
後
十
二
時
（
二
十
四
時
間
営
業
） 

 
 

(3) 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
） 

 
 
 
 

(4) 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

二
箇
所 

 
 
 
 

(5) 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
九
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 
 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
五
日
か
ら
同
年
七
月
五
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
津
山
市
産
業
文
化
部
商
業
・
交
通
政
策
課 
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〔
一
〇
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

地
区
名 

 
 

矢
掛
地
区 

上
高
末
工
区 

二 

換
地
処
分
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日 
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〔
一
〇
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

倉
敷
市
呼
松
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら

同
年
六
月
二
十
八
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年３月５日　岡山県公報　第１２５７９号



〔
一
〇
九
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
倉
敷
市
か
ら
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
公
園
に
つ
い
て
の
都
市

計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

 
 
 
 

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
公
園 

二 

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課 

 
 

な
お
、
原
本
は
、
倉
敷
市
建
設
局
土
木
部
公
園
緑
地
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令和６年３月５日　岡山県公報　第１２５７９号



〔
一
一
〇
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
前
市
か
ら
備
前
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
に
つ
い
て
の
都
市

計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

 
 
 
 

備
前
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区 

二 

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
二
月
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課 

 
 

な
お
、
原
本
は
、
備
前
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 
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〔
一
一
一
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
前
市
か
ら
備
前
都
市
計
画
用
途
地
域
に
つ
い
て
の
都
市
計
画

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

 
 
 
 

備
前
都
市
計
画
用
途
地
域 

二 

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
二
月
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課 

 
 

な
お
、
原
本
は
、
備
前
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令和６年３月５日　岡山県公報　第１２５７９号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
五
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

給
与
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ

る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
そ

の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と

い
う

前
三
年
以
内
に
給
与
条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
岡
山
県
公
営
企
業
職
員
等

次

。
）

（

項
に
お
い
て
「
岡
山
県
公
営
企
業
職
員
等
」
と
い
う

）
で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り

。

引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
又
は
採
用
（
人
事
交
流
等
に
よ
る
採
用
を
除

く
。
以
下
同
じ

）
さ
れ
当
該
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し

。

た
も
の

、

、

二

採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で

当
該
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

第
七
条
第
三
項
第
一
号
中
「
前
条
及
び
附
則
第
八
項
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
三

項
及
び
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

お
い
て
同
じ

）
並
び
に
附
則
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
及
び
」
を
「
前
条
第
一
項

。

及
び
第
二
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
改
め

「
な
つ
た

、

日
」
の
下
に
「
又
は
採
用
さ
れ
た
日
」
を
加
え

「
前
条
及
び
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

、

に
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
採
用
さ
れ
た
日
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署

に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
前
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受

。

け
る
職
員
（
施
行
日
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改

正
後
の
規
則
」
と
い
う

）
第
二
条
に
規
定
す
る
特
地
公
署
又
は
改
正
後
の
規
則
第
五
条
に
規
定
す

。

る
準
特
地
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
を
除
く

）
で

。

あ
っ
て
、
改
正
後
の
規
則
第
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と

な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
職
員
と
す
る
。

３

前
項
の
職
員
に
支
給
す
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間
及
び
額
は
、
当
該
職
員
が

同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
改
正
後
の
規
則
第
七
条
第
三
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
り
改
正
後
の
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
が
支
給
さ
れ

て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
施
行
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額
と
す
る
。
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〔
四
〕
令
和
五
年
三
月
三
日
付
け
公
布
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
終
わ
り
か

第
三
条
第
一
項

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
第
一
項

ら
五

一
・
終
わ
り
か

同
項
中

第
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
条

ら
四

第
一
項
第
一
号
中
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